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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第１部門第２区分
【発行日】令和2年9月10日(2020.9.10)

【公表番号】特表2020-503999(P2020-503999A)
【公表日】令和2年2月6日(2020.2.6)
【年通号数】公開・登録公報2020-005
【出願番号】特願2019-559267(P2019-559267)
【国際特許分類】
   Ａ６１Ｍ  25/098    (2006.01)
【ＦＩ】
   Ａ６１Ｍ   25/098    　　　　

【手続補正書】
【提出日】令和2年7月29日(2020.7.29)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　弾性の細長いシャフト、および軸方向に互いに間隔を空け前記細長いシャフトの外側表
面に固定された複数の放射線不透過性マーカー、を備える内側部材であって、複数の放射
線不透過性マーカーの範囲が前記内側部材の第１の部分を画定する、内側部材と
　前記内側部材の少なくとも前記第１の部分に沿って前記細長いシャフトの周囲にぴった
りとかつ直接接触して配置されている外側部材と、を備えるサイジングカテーテル。
【請求項２】
　前記外側部材の厚さが０．２５４ｍｍ（０．０１インチ）未満である、請求項１に記載
のカテーテル。
【請求項３】
　前記細長いシャフトは前記外側部材の前記厚さの少なくとも３倍の壁厚を備える、請求
項２に記載のカテーテル。
【請求項４】
　前記細長いシャフトおよび前記外側部材はポリマー材料を含む、請求項１に記載のカテ
ーテル。
【請求項５】
　前記細長いシャフトは放射線不透過性材料を含む、請求項１に記載のカテーテル。
【請求項６】
　隣接する放射線不透過性マーカー間の距離が均一であり、６．３５ｍｍ（０．２５イン
チ）から２５．４ｍｍ（１．０インチ）の間である、請求項１に記載のカテーテル。
【請求項７】
　前記細長いシャフトの遠位端が、前記外側部材の遠位端よりも更に遠位方向に延びる第
２の部分を備える、請求項１に記載のカテーテル。
【請求項８】
　前記第２の部分は次第に減少する壁厚を含む、請求項７に記載のカテーテル。
【請求項９】
　前記細長いシャフトの前記第２の部分の遠位端は、前記サイジングカテーテルの遠位端
を画定する、請求項７に記載のカテーテル。
【請求項１０】



(2) JP 2020-503999 A5 2020.9.10

　前記細長いシャフトは、前記細長いシャフトを通って延びる管腔を備える、請求項１に
記載のカテーテル。
【請求項１１】
　最遠位の前記放射線不透過性マーカーは、前記細長いシャフトの遠位端から５．０８ｍ
ｍ（０．２インチ）未満にある遠位端を有する、請求項１に記載のカテーテル。
【請求項１２】
　前記外側部材は、前記カテーテルの近位領域で歪み緩和部材の内部に配置されている、
請求項１に記載のカテーテル。
【請求項１３】
　前記細長いシャフトは、前記外側部材の厚さより大きい厚さを有する、請求項１に記載
のカテーテル。
【請求項１４】
　前記細長いシャフトの厚さは、０．２０３２ｍｍ（０．００８インチ）から０．３０４
８ｍｍ（０．０１２インチ）の間である、請求項１３に記載のカテーテル。
【請求項１５】
　前記外側部材の厚さは、０．０２０３２ｍｍ（０．０００８インチ）から０．０３０４
８ｍｍ（０．００１２インチ）の間である、請求項１３に記載のカテーテル。
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